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平成２１年８月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 公売公告取消請求事件 

 

 

判     決 

原告   Ｘ 

被告   国 

 

主     文 

１ 本件訴えを却下する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨及び請求の原因 

本件の請求の趣旨及び請求の原因は、別紙「強制執行停止の申立書」と題す

る書面写し記載のとおりである（ただし、売却決定等の執行停止を求める同書

面の「趣旨」１項については、既に、平成●●年（○○）第●●号執行停止申

立事件として立件の上、却下決定がされているので、本件訴訟の請求の趣旨は、

同書面の「趣旨」２項のみである。）。その記載によれば、本件は、同書面別

紙記載の不動産（以下「本件不動産」という。）につき、東京国税局長が平成

２１年３月１７日付けで行った公売公告（以下「本件公売公告」という。）の

取消しを求める訴えと解することができる。 

第２ 答弁書における被告の答弁とその理由 

被告は、本案前の答弁として、本件訴えを却下するとの判決を求め、その理

由として、次のとおり主張している。 

東京国税局長は、本件公売公告に基づき、平成２１年６月１６日午前１０時
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００分に、本件不動産の売却決定を行うことを予定していたところ、国税不服

審判所長が上記日時までに本件公売公告の取消しを求める審査請求に対する裁

決を行わなかったことから、国税通則法１０５条１項ただし書に該当するもの

と判断し、当該売却決定を行わなかった。 

したがって、本件公売公告は、平成２１年６月１６日午前１０時００分の経

過により失効しており、原告には本件公売公告の取消しを求める訴えの利益は

ない｡ 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件記録によれば、本件公売公告は、売却決定の日時を平成２１年６月１６

日午前１０時００分としたものであるところ、東京国税局長は、本件公売公告

に基づき、上記日時に本件不動産の売却決定を行うことを予定していたが、原

告が同年５月２５日に国税不服審判所長に対し本件公売公告等の取消しを求め

る審査請求をし、国税不服審判所長が同年６月１６日午前１０時００分までに

その審査請求に対する裁決を行わなかったことから、国税通則法１０５条１項

ただし書に該当するものと判断し、当該売却決定を行わなかったことが認めら

れる。 

そうすると、本件公売公告は、平成２１年６月１６日午前１０時００分の経

過により失効しているから、原告には本件公売公告の取消しを求める訴えの利

益はないというべきである。 

２ よって、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないこ

とが明らかであるから、行政事件訴訟法７条、民訴法１４０条により、これを

却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民訴法６１

条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

 

東京地方裁判所民事第３８部 
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裁判長裁判官  杉原則彦 

裁判官  波多江真史 

裁判官  家原尚秀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


